
３ 障害者の実雇用率の推移

ハローワーク木場管轄（江戸川区及び江東区）での平成 年以降の民間企業にお

ける実雇用率は、年々上昇しています。平成 年時点の実雇用率は ％となって

おり、全国の ％より低くなっていますが、東京都の ％を上回っています。

なお、全国、東京都、ハローワーク木場管轄のいずれにおいても、平成 年時点

では、法定雇用率の ％には達していません。

＜民間企業における障害者の実雇用率の推移（注）＞

（注）平成 年 月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、

平成 年とそれ以前の数値を単純に比較することは適当ではない状況です。

＜法定雇用率＞

対象となる法人等
法定雇用率

年 月まで 年 月より

民間企業（常用労働者数 人以上規模） ％ ％

特殊法人等（常用労働者数 人以上規模） ％ ％

国、地方公共団体 ％ ％

都道府県等の教育委員会 ％ ％

  

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

法定雇用率

全国

東京都

木場管轄

％

（各年 月 日現在）

第３章 計画に関する成果目標の設定とサービス量の見込み

１ 第 期計画の目標達成状況について

第 期計画では、策定時の国の指針に基づき、「施設入所者の地域生活への移行」、

「福祉施設から一般就労への移行」について、平成 年度を目標年度として、数値

目標を設定しました。各目標の状況は、以下のとおりです。

（１）施設入所者の地域生活への移行 
施設入所者のグループホームや一般住宅等での地域生活への移行について、「①施

設入所者数」と「②地域生活移行者数」の つの目標値を設定しています。

施設入所者数については、目標値 人に対し、平成 年 月末時点で、 人と

なっています。平成 年度末では、 人程度となる見込みです。

また、地域移行者数については、平成 年 月末時点で 人となっており、目標

値を上回っている状況です。

＜国の指針における目標設定＞

項 目 目標値
平成 年

月末実績

① 施設入所者数

（平成 年度末時点の施設入所者数）
人 人

② 地域生活移行者数

（平成 年 月 日時点の全入所者 人のうち、平成 年

度末までにグループホーム等に地域移行する者の数）

人 人

平成 年 月 日の施設入所者数（ 人）を基準として、

①施設入所者数 →平成 年度末の施設入所者数を 割以上削減

②地域生活移行者数 →平成 年度末までに、 割以上を地域生活へ移行

【区の第 期計画目標値】

施設入所待機者数、実績等を

勘案して、独自の目標を設定

①施設入所者数： 人

②地域移行者数： 人
地域生活に移行

平成 年度末時点
の施設入所者数

平成 年 月時点
の施設入所者数

割以上削減

新規入所者

平成 年度末

割以上

平成 年 月
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（２）福祉施設から一般就労への移行 

（注）一般就労とは、一般企業等への就職や在宅就労、起業を指します。（以下、同様）

一般就労への移行者数については、平成 年 月末時点で、 人となっており、

目標値を上回っています。

＜国の指針における目標設定＞

 

項 目 目標値
平成 年

月末実績

平成 年度の年間一般就労移行者数

（福祉施設を退所し、一般就労（注）する者の数）
人 人

平成 年度の一般就労への移行者数 →平成 年度（ 人）の 倍以上

【区の第 期計画目標値】

実績や見込値等を勘案して、

独自の目標を設定

■一般就労移行者数： 人

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

平成 年度末

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

倍
以
上

平成 年度末
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（２）福祉施設から一般就労への移行 

（注）一般就労とは、一般企業等への就職や在宅就労、起業を指します。（以下、同様）

一般就労への移行者数については、平成 年 月末時点で、 人となっており、

目標値を上回っています。

＜国の指針における目標設定＞

 

項 目 目標値
平成 年

月末実績

平成 年度の年間一般就労移行者数

（福祉施設を退所し、一般就労（注）する者の数）
人 人

平成 年度の一般就労への移行者数 →平成 年度（ 人）の 倍以上

【区の第 期計画目標値】

実績や見込値等を勘案して、

独自の目標を設定

■一般就労移行者数： 人

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

平成 年度末

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

倍
以
上

平成 年度末

２ 成果目標について

（１）目標の設定について 
国の指針では、サービスの提供体制の確保のため、第 期計画の実績や地域の実情

などを踏まえ、平成 年度を目標年度とした成果目標を設定することとしています。

これを踏まえ、本計画では、国の指針や東京都の考え方に即し、これまでの実績や

区の状況、各サービスの見込量等を勘案し、以下の項目について、成果目標を設定し

ます。

＜成果目標の設定 イメージ＞

成果目標
サービスの提供体制の確保に係る目標

※平成 年度を目標年度とする数値目標

各年度におけるサービス毎の見込量

第 期計画の実績

活動指標

区の状況

・窓口担当が把握
しているニーズ

・事業者の状況 等

国の指針 東京都の考え方

【目標値】福祉施設入所者数

【目標値】就労移行支援事業の利用者数

【目標値】地域生活への移行者数

＜成果目標 ＞ 福祉施設の入所者の地域生活への移行

＜成果目標 ＞ 福祉施設から一般就労への移行等

【目標値】就労移行支援事業所ごとの就労移行率

【目標値】福祉施設から一般就労への移行者数

【目標値】地域生活支援拠点等の整備数

＜成果目標 ＞ 地域生活支援拠点等の整備
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（２）成果目標 「福祉施設の入所者の地域生活への移行」

① 国の指針における目標

（ア）平成 年度末時点の福祉施設入所者数を平成 年度末時点から ％以上

削減

（イ）平成 年度までに、平成 年度末時点の福祉施設入所者数の ％以上を

グループホームや一般住宅等での地域生活へ移行

＜国の指針における目標設定＞

 
 
② 江戸川区の目標設定

区では、福祉施設入所者の地域生活への移行を支援していますが、その一方で、

本人や家族の状況により施設入所を希望する人が、平成 年 月末時点で、 人

程度待機しています。第 期計画時より待機者が 人程度増加しており、今後、

福祉施設入所者の数は、増加傾向で推移することが予想されます。

また、地域生活への移行者数は、平成 年 月時点から年平均 人程度が地域

生活に移行しており、今後も同程度で推移すると思われます。

これまでの実績と今後の見込み、東京都の方針等を踏まえ、目標値を下記のとお

り設定します。

地域生活に移行

平成 年度末時点
の施設入所者数

（ア） ％以上削減

新規入所者

平成 年度末

（イ） ％以上

平成 年度末

平成 年度末時点
の施設入所者数

項 目 数 値

（基準値）平成 年度末時点の福祉施設入所者数 人

【目標値】

（ア）平成 年度末時点の福祉施設入所者数
人

【目標値】

（イ）平成 年度末時点の地域生活への移行者数

（平成 年度から平成 年度の 年間で、地域生活へ移行する者の数）

人
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（２）成果目標 「福祉施設の入所者の地域生活への移行」

① 国の指針における目標

（ア）平成 年度末時点の福祉施設入所者数を平成 年度末時点から ％以上

削減

（イ）平成 年度までに、平成 年度末時点の福祉施設入所者数の ％以上を

グループホームや一般住宅等での地域生活へ移行

＜国の指針における目標設定＞

 
 
② 江戸川区の目標設定

区では、福祉施設入所者の地域生活への移行を支援していますが、その一方で、

本人や家族の状況により施設入所を希望する人が、平成 年 月末時点で、 人

程度待機しています。第 期計画時より待機者が 人程度増加しており、今後、

福祉施設入所者の数は、増加傾向で推移することが予想されます。

また、地域生活への移行者数は、平成 年 月時点から年平均 人程度が地域

生活に移行しており、今後も同程度で推移すると思われます。

これまでの実績と今後の見込み、東京都の方針等を踏まえ、目標値を下記のとお

り設定します。

地域生活に移行

平成 年度末時点
の施設入所者数

（ア） ％以上削減

新規入所者

平成 年度末

（イ） ％以上

平成 年度末

平成 年度末時点
の施設入所者数

項 目 数 値

（基準値）平成 年度末時点の福祉施設入所者数 人

【目標値】

（ア）平成 年度末時点の福祉施設入所者数
人

【目標値】

（イ）平成 年度末時点の地域生活への移行者数

（平成 年度から平成 年度の 年間で、地域生活へ移行する者の数）

人

（３）成果目標 「福祉施設から一般就労への移行等」

① 国の指針における目標

（ア）平成 年度中に福祉施設から一般就労への移行者数を平成 年度実績の

倍以上

（イ）平成 年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成 年度末実績

から 割以上増加

（ウ）平成 年度末における就労移行支援事業所全体の 割以上の事業所が、

就労移行率 割以上を達成

＜国の指針における目標設定 （ア）福祉施設から一般就労への移行者数＞

＜国の指針における目標設定 （イ）就労移行支援事業の利用者数＞

 
 
 
 
 
 
 

＜国の指針における目標設定 （ウ）就労移行支援事業所ごとの就労移行率＞

（例）

平成 年度末時点の
就労移行支援事業

利用者数

平成 年度末
（平成 年 月時点）

平成 年度末時点の
就労移行支援事業

利用者数

割
以
上
増
加

平成 年度末
（平成 年 月時点）

一般就労への就労移行率が３割以上の事業所

（事業所 ）

平成 年度末（平成 年 月時点）就労移行支援事業所全体

（事業所 ）

割以上（半分以上）

（事業所 ） （事業所 ） （事業所 ） （事業所 ） （事業所 ）

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

平成 年度末

平成 年度の 年間の
一般就労への移行者数

倍
以
上

平成 年度末

29



② 江戸川区の目標設定

（ア）福祉施設から一般就労への移行者数

福祉施設から一般就労への移行者数は、平成 年度から平成 年度までは、

平均 人程度で推移していましたが、平成 年度から平成 年度にかけては、

平均 人となっています。これは、平成 年 月実施の法定雇用率の引き上げ

などに起因して、企業等における障害者雇用が促進されたことによるものと考え

られます。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）への関心の高まりや平成 年 月に予定されて

いる障害者雇用促進法の改正法の施行（注）などを鑑みると、一般就労への移行者

数は増加傾向で推移するものと思われます。

国の指針を踏まえ、上記の状況を勘案して、以下のように目標値を設定します。

（注）平成 年改正では、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されます。

（イ）就労移行支援事業の利用者数

就労移行支援事業の利用者数は、毎年利用者が増加しており、今後は、精神障

害者を中心に利用者の増加が見込まれます。

国の指針を踏まえ、平成 年度までの見込量を勘案して、以下のように目標

値を設定します。

  

項 目 数 値

（基準値）平成 年度の福祉施設から一般就労への移行者数 人

【目標値】

平成 年度末時点の福祉施設から一般就労への移行者数

（平成 年度の 年間で、福祉施設から一般就労へ移行する者の数）

人

項 目 数 値

（基準値）平成 年度末時点の就労支援事業の利用者数 人

【目標値】

平成 年度末時点の就労移行支援事業の利用者数
人
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② 江戸川区の目標設定

（ア）福祉施設から一般就労への移行者数

福祉施設から一般就労への移行者数は、平成 年度から平成 年度までは、

平均 人程度で推移していましたが、平成 年度から平成 年度にかけては、

平均 人となっています。これは、平成 年 月実施の法定雇用率の引き上げ

などに起因して、企業等における障害者雇用が促進されたことによるものと考え

られます。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）への関心の高まりや平成 年 月に予定されて

いる障害者雇用促進法の改正法の施行（注）などを鑑みると、一般就労への移行者

数は増加傾向で推移するものと思われます。

国の指針を踏まえ、上記の状況を勘案して、以下のように目標値を設定します。

（注）平成 年改正では、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されます。

（イ）就労移行支援事業の利用者数

就労移行支援事業の利用者数は、毎年利用者が増加しており、今後は、精神障

害者を中心に利用者の増加が見込まれます。

国の指針を踏まえ、平成 年度までの見込量を勘案して、以下のように目標

値を設定します。

  

項 目 数 値

（基準値）平成 年度の福祉施設から一般就労への移行者数 人

【目標値】

平成 年度末時点の福祉施設から一般就労への移行者数

（平成 年度の 年間で、福祉施設から一般就労へ移行する者の数）

人

項 目 数 値

（基準値）平成 年度末時点の就労支援事業の利用者数 人

【目標値】

平成 年度末時点の就労移行支援事業の利用者数
人

参考 「就労移行支援事業」

就労支援移行事業とは、 歳未満で一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

また、利用者の求職活動や職場に定着するための連絡・相談等の支援を行います。

参考 「入院中の精神障害者の地域生活への移行について」

国の指針に示されている成果目標のうち、「入院中の精神障害者の地域生活への移行」に

ついては、都道府県にて定めることとされています。目標値は東京都にて設定しますが、

本計画では、今後の推計等を踏まえて、各サービスの見込量を設定しています。

区では、東京都との連携や各種サービスの充実などにより、引き続き、入院中の精神障

害者の地域移行の促進に努めていきます。

＜国の指針における目標＞

・平成 年度における入院後 ヵ月時点の退院率を 以上

・平成 年度における入院後 年時点の退院率を 以上

・平成 年 月末時点の長期在院者数を平成 年 月末時点から 以上削減

（ウ）就労移行支援事業所ごとの就労移行率

平成 年度末時点の就労移行支援事業所 事業所のうち、 事業所において、

就労移行率が 割以上となっています。

国の指針を踏まえ、各事業所の状況、成果目標 「（ア）福祉施設から一般就労

への移行者数」及び「（イ）就労移行支援事業の利用者数」を勘案して、目標値

を以下のように設定します。

 
 
 
 

就労移行支援事業所

【利用者】

歳未満で、一般就労

を希望する人

（一般就労の種類）

・一般企業等への就職

・在宅での就労

・起業

一般就労

【就職後の支援】

・就職後の職場訪問
・就職者からの相談 等

就業採用

【訓練の提供】
就職に必要な知識・技能
についての訓練を実施

（訓練の例）
・パソコン実習
・オフィスマナー研修
・面接練習 等

項 目 数 値

【目標値】

平成 年度末時点の就労移行支援事業所のうち、

就労移行率が 割以上の事業所の割合

割以上

＜事業のイメージ＞
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（４）成果目標 「地域生活支援拠点等の整備」

① 国の指針における目標

国の指針では、平成 年度末までに、障害者（児）の地域での生活を支援する

拠点（以下、「地域生活支援拠点等」という。）を少なくとも つ整備することを基

本とするとしています。

地域生活支援拠点等に求められる機能は、以下のとおりです。

また、整備方法については、以下のように定めており、地域の実情に応じて検討

することとしています。

② 江戸川区の目標設定

今後、地域生活支援拠点等の機能や整備方法等について、国や東京都の動向を注

視しながら、既存資源の活用方法や区の財政状況等も踏まえ、総合的に検討を進め

ていく必要があります。

国の指針を踏まえ、目標値を以下のように設定します。

求められる機能 主な内容

相談 地域移行、親元からの自立等

体験の機会・場 一人暮らし、グループホーム等

緊急時の受入れ・対応 ショートステイの利便性・対応力の向上等

専門性 人材の確保・養成、連携等

地域の体制づくり サービス拠点、コーディネーターの配置等

項 目 数 値

【目標値】

平成 年度末時点の地域生活支援拠点等の整備数
箇所

地域生活支援拠点等の整備

面的体制の整備（機能分担型）

地域生活支援拠点の整備（拠点整備型）

グループホームまたは障害者支援施設に上記の機能を付加し、機能を

拠点に集約した「地域生活支援拠点」を整備する

地域における複数の機関が、上記の機能を分担する体制（面的な体制）

を整備する
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（４）成果目標 「地域生活支援拠点等の整備」

① 国の指針における目標

国の指針では、平成 年度末までに、障害者（児）の地域での生活を支援する

拠点（以下、「地域生活支援拠点等」という。）を少なくとも つ整備することを基

本とするとしています。

地域生活支援拠点等に求められる機能は、以下のとおりです。

また、整備方法については、以下のように定めており、地域の実情に応じて検討

することとしています。

② 江戸川区の目標設定

今後、地域生活支援拠点等の機能や整備方法等について、国や東京都の動向を注

視しながら、既存資源の活用方法や区の財政状況等も踏まえ、総合的に検討を進め

ていく必要があります。

国の指針を踏まえ、目標値を以下のように設定します。

求められる機能 主な内容

相談 地域移行、親元からの自立等

体験の機会・場 一人暮らし、グループホーム等

緊急時の受入れ・対応 ショートステイの利便性・対応力の向上等

専門性 人材の確保・養成、連携等

地域の体制づくり サービス拠点、コーディネーターの配置等

項 目 数 値

【目標値】

平成 年度末時点の地域生活支援拠点等の整備数
箇所

地域生活支援拠点等の整備

面的体制の整備（機能分担型）

地域生活支援拠点の整備（拠点整備型）

グループホームまたは障害者支援施設に上記の機能を付加し、機能を

拠点に集約した「地域生活支援拠点」を整備する

地域における複数の機関が、上記の機能を分担する体制（面的な体制）

を整備する

３ 障害福祉サービス等の見込量とその確保について

（１）見込量の設定について

本計画では、平成 年度から平成 年度までの各年度における障害福祉サービス、

相談支援、障害児相談支援及び障害児通所支援について、その種類ごとに必要な量を

見込み、適切な実施を図ります。

今後必要なサービス量については、国の指針や東京都の考え方を踏まえ、平成

年度から平成 年度（第 期計画期間）のサービス利用実績に基づき、障害者手帳

所持者数の推移、地域のサービス事業者の今後の取り組み方針などを勘案しながら、

見込量を設定（注）しています。

（注）見込量及び実績値は、年度末の 月分（平成 年度の実績値は、 月分）の数値です。

なお、相談支援については、見込量・実績値ともに、 月当たりの平均値です。

＜見込量の設定について イメージ＞

 

見込量の設定項目

・サービスの利用実績（平成 年度～ 年度）

・平均的な 人当たり利用量

・人口、障害者手帳所持者数、障害支援区分認定者数等の推移

・区の窓口が把握している状況、ニーズ

・地域のサービス事業者の事業者数や今後の取り組み方針

訪問系サービス

・居宅介護

・重度訪問介護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・同行援護

居住系サービス

・共同生活援助（グループホーム）

・施設入所支援

障害児通所支援

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

相談支援

・計画相談支援

・地域相談支援（地域移行支援）

・地域相談支援（地域定着支援）

・障害児相談支援

主な勘案事項

勘案

日中活動系サービス

・生活介護

・自立訓練（機能訓練）

・自立訓練（生活訓練）

・就労移行支援

・就労継続支援Ａ型

・就労継続支援Ｂ型

・療養介護

・短期入所（福祉型・医療型）

国
の
指
針

東
京
都
の
考
え
方
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（２）訪問系サービス 

 

自宅での食事や入浴等の介護、家事援助、外出時の支援等を行う訪問系サービスの

うち、「同行援護」は、実績が増加傾向で推移しています。また、「居宅介護」は、実

績が減少傾向で推移しています。「重度訪問介護」、「行動援護」は、平成 年度を境

に、実績が増加傾向から減少傾向に転じています。

なお、「重度障害者等包括支援」は、平成 年度から平成 年 月までの間、利

用実績はありませんでした。 
 

施設や病院から地域生活への移行を推進していく上で、今後、訪問系サービスの果

たす役割は、ますます大きくなることが予想されます。 
障害のある人が、住み慣れた地域で日常生活を安心して送れるよう、民間事業者等

と連携してサービス提供基盤の整備を推進し、訪問系サービス体制の充実を図ること

により、必要なサービス量の確保に努めます。また、事業者が適正なサービスを提供

できるよう、情報提供等の支援を引き続き行っていきます。 

＜訪問系サービス体制の充実 取り組みイメージ＞

訪問系サービスの種類

① 居宅介護

② 重度訪問介護

③ 行動援護

④ 重度障害者等包括支援

⑤ 同行援護

第 期の状況

見込量確保のための方策等

区

事業者

（区を含む）
人材の質・量の両面の確保

サービス基盤の整備推進

適正なサービス提供

民間事業者等との連携を図る

情報提供等の事業者支援

必要な担い手の養成に努める

訪問系サービス体制の充実

地域における生活の維持・継続
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（２）訪問系サービス 

 

自宅での食事や入浴等の介護、家事援助、外出時の支援等を行う訪問系サービスの

うち、「同行援護」は、実績が増加傾向で推移しています。また、「居宅介護」は、実

績が減少傾向で推移しています。「重度訪問介護」、「行動援護」は、平成 年度を境

に、実績が増加傾向から減少傾向に転じています。

なお、「重度障害者等包括支援」は、平成 年度から平成 年 月までの間、利

用実績はありませんでした。 
 

施設や病院から地域生活への移行を推進していく上で、今後、訪問系サービスの果

たす役割は、ますます大きくなることが予想されます。 
障害のある人が、住み慣れた地域で日常生活を安心して送れるよう、民間事業者等

と連携してサービス提供基盤の整備を推進し、訪問系サービス体制の充実を図ること

により、必要なサービス量の確保に努めます。また、事業者が適正なサービスを提供

できるよう、情報提供等の支援を引き続き行っていきます。 

＜訪問系サービス体制の充実 取り組みイメージ＞

訪問系サービスの種類

① 居宅介護

② 重度訪問介護

③ 行動援護

④ 重度障害者等包括支援

⑤ 同行援護

第 期の状況

見込量確保のための方策等

区

事業者

（区を含む）
人材の質・量の両面の確保

サービス基盤の整備推進

適正なサービス提供

民間事業者等との連携を図る

情報提供等の事業者支援

必要な担い手の養成に努める

訪問系サービス体制の充実

地域における生活の維持・継続

① 居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う「身体介護」と掃除、洗濯、買い物

等の援助を行う「家事援助」などがあります。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

 
② 重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、日常生活全般

に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移

動支援などを総合的に行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人

各サービスの見込量
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③ 行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要

な支援や外出支援を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

④ 重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
－ － －

－ － －

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人
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③ 行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要

な支援や外出支援を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

④ 重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
－ － －

－ － －

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人

⑤ 同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に対し、外出時に同行し、移動に

必要な情報の提供、移動の援護などの支援を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実 績
時間分 時間分 時間分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

 

月当たりの数値 ［ 時間分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

時間分 時間分 時間分

人 人 人
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（３）日中活動系サービス 

 
 
入所施設や通所施設等で、主に昼間に訓練や介護等を行う日中活動系サービスのう

ち、「生活介護」、「自立訓練（機能訓練）」、「就労移行支援」、「就労継続支援Ａ型・Ｂ

型」、「短期入所（医療型）」は、実績が増加傾向で推移しています。

また、「自立訓練（生活訓練）」、「療養介護」、「短期入所（福祉型）」は、平成 年

度を境に、実績が減少傾向に転じています。

なお、「自立訓練（生活訓練）」、「就労継続支援Ａ型」は、各年度とも実績が見込量

を上回っています。

 
 
区内には、区立、民間の通所施設があり、障害のある人の身近な地域における日中

活動の場としての機能を果たしています。 
引き続き、サービス提供事業者との連携・調整により、必要なサービス量の確保に

努めるとともに、障害のある人が必要とする日中活動系サービスの充実を図ります。 
また、中・重度の知的障害者が今後も増加傾向にあることを踏まえ、生活介護施設

の基盤整備に取り組んでいきます。 

＜日中活動系サービスの充実に向けて 取り組みイメージ＞

日中活動系サービスの種類

① 生活介護

② 自立訓練（機能訓練）

③ 自立訓練（生活訓練）

④ 就労移行支援

⑤ 就労継続支援Ａ型

⑥ 就労継続支援Ｂ型

⑦ 療養介護

⑧ 短期入所（福祉型・医療型）

第 期の状況

見込量確保のための方策等

必要なサービス量の確保

生活介護施設の基盤整備

サービス提供事業者との連携・調整

日中活動系サービスの充実

身近な地域における日中活動の場の確保

民間事業者の事業所開設への支援
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（３）日中活動系サービス 

 
 
入所施設や通所施設等で、主に昼間に訓練や介護等を行う日中活動系サービスのう

ち、「生活介護」、「自立訓練（機能訓練）」、「就労移行支援」、「就労継続支援Ａ型・Ｂ

型」、「短期入所（医療型）」は、実績が増加傾向で推移しています。

また、「自立訓練（生活訓練）」、「療養介護」、「短期入所（福祉型）」は、平成 年

度を境に、実績が減少傾向に転じています。

なお、「自立訓練（生活訓練）」、「就労継続支援Ａ型」は、各年度とも実績が見込量

を上回っています。

 
 
区内には、区立、民間の通所施設があり、障害のある人の身近な地域における日中

活動の場としての機能を果たしています。 
引き続き、サービス提供事業者との連携・調整により、必要なサービス量の確保に

努めるとともに、障害のある人が必要とする日中活動系サービスの充実を図ります。 
また、中・重度の知的障害者が今後も増加傾向にあることを踏まえ、生活介護施設

の基盤整備に取り組んでいきます。 

＜日中活動系サービスの充実に向けて 取り組みイメージ＞

日中活動系サービスの種類

① 生活介護

② 自立訓練（機能訓練）

③ 自立訓練（生活訓練）

④ 就労移行支援

⑤ 就労継続支援Ａ型

⑥ 就労継続支援Ｂ型

⑦ 療養介護

⑧ 短期入所（福祉型・医療型）

第 期の状況

見込量確保のための方策等

必要なサービス量の確保

生活介護施設の基盤整備

サービス提供事業者との連携・調整

日中活動系サービスの充実

身近な地域における日中活動の場の確保

民間事業者の事業所開設への支援

① 生活介護

日常生活全般に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

 
② 自立訓練（機能訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のた

めに必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

各サービスの見込量
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③ 自立訓練（生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

④ 就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人
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③ 自立訓練（生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

④ 就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

⑤ 就労継続支援Ａ型（雇用型）

利用者と事業所が雇用契約を結び、就労の機会の提供を受け、生産活動その他の

活動の機会を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

⑥ 就労継続支援Ｂ型（非雇用型）

継続した就労の機会の提供を受け、職場内訓練、雇用への移行支援等のサービス

を行います。年齢が高く雇用が困難な障害者も対象となります。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人
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⑦ 療養介護

医療的ケアと常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の世話を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人
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⑦ 療養介護

医療的ケアと常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の世話を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

⑧ 短期入所

自宅で介護する人が、病気の場合などに、施設で短期間、夜間も含め入浴、排せ

つ、食事の介護を行います。短期入所は、福祉型（障害者支援施設等において実施）

と医療型（病院、診療所、介護老人保健施設において実施）の つがあります。

（注）国の指針により、見込量は、福祉型と医療型に分けて設定することとされています。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量（注）
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（内訳）福祉型
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（内訳）医療型
人日分 人日分 人日分

人 人 人

実績／見込量
％ ％ ％

％ ％ ％

（注）第 期計画では、策定時の国の指針に基づき、福祉型と医療型を分けずに、短期入所全体

の見込量を設定しています。

月当たりの数値（注） ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

【福祉型】

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

【医療型】

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

参考 「江戸川区の障害者優先調達について」

平成 年 月の障害者優先調達法施行により、地方公共団体は、障害者就労施設等の

受注の機会を確保するために、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を

図り、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、実績を公表することと

されています。（平成 年度の区の調達実績は、 円）

区では、「江戸川区の障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、方針に基づ

き、障害者就労施設等が受注可能な物品等について、調達の推進に努めていきます。
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（４）居住系サービス 

 
 
夜間や休日に、入所施設やグループホームで介護等を行う居住系サービスのうち、

「共同生活援助（グループホーム）」は、実績が増加傾向で推移しており、各年度と

も見込量を上回っています。

また、「施設入所支援」は、平成 年度を境に、実績が減少傾向から増加傾向に転

じており、平成 年 月時点では、実績が見込量を上回っています。

 

地域生活への移行や障害のある人やその家族の高齢化に伴う「親亡き後」の課題に

対応するためには、地域における居住の場を拡大し、適切に確保する必要があります。

このため、共同生活援助（グループホーム）の充実を図ります。民間事業者への情

報提供や整備に関する相談、区内への誘致などを通じて、グループホーム設置を促進

し、居住の場の確保に努めます。

施設入所支援については、グループホーム等での対応が困難な人などの施設入所が

真に必要とされる人が、必要なサービスを受けることができるよう、サービス量の確

保に努めます。

＜グループホームの充実 取り組みイメージ＞

居住系サービスの種類

① 共同生活援助（グループホーム）

② 施設入所支援

第 期の状況

見込量確保のための方策等

（注）障害者総合支援法にて創設された一人暮らしに近い利用形態。

共同生活援助（グループホーム）の充実

民間事業者の誘致・支援

サテライト型住居（注）の創設

グループホームの設置推進

一人暮らし等の多様なニーズへの対応

■福祉施設から地域生活への移行推進

■「親亡き後」の課題への対応

⇒民間事業者への情報提供・整備に

関する相談対応、区内への誘致
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（４）居住系サービス 

 
 
夜間や休日に、入所施設やグループホームで介護等を行う居住系サービスのうち、

「共同生活援助（グループホーム）」は、実績が増加傾向で推移しており、各年度と

も見込量を上回っています。

また、「施設入所支援」は、平成 年度を境に、実績が減少傾向から増加傾向に転

じており、平成 年 月時点では、実績が見込量を上回っています。

 

地域生活への移行や障害のある人やその家族の高齢化に伴う「親亡き後」の課題に

対応するためには、地域における居住の場を拡大し、適切に確保する必要があります。

このため、共同生活援助（グループホーム）の充実を図ります。民間事業者への情

報提供や整備に関する相談、区内への誘致などを通じて、グループホーム設置を促進

し、居住の場の確保に努めます。

施設入所支援については、グループホーム等での対応が困難な人などの施設入所が

真に必要とされる人が、必要なサービスを受けることができるよう、サービス量の確

保に努めます。

＜グループホームの充実 取り組みイメージ＞

居住系サービスの種類

① 共同生活援助（グループホーム）

② 施設入所支援

第 期の状況

見込量確保のための方策等

（注）障害者総合支援法にて創設された一人暮らしに近い利用形態。

共同生活援助（グループホーム）の充実

民間事業者の誘致・支援

サテライト型住居（注）の創設

グループホームの設置推進

一人暮らし等の多様なニーズへの対応

■福祉施設から地域生活への移行推進

■「親亡き後」の課題への対応

⇒民間事業者への情報提供・整備に

関する相談対応、区内への誘致

① 共同生活援助（グループホーム）

共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談や入浴、排せつ、食事の介護等の日

常生活上の援助を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量 人 人 人

実 績 人 人 人

実績／見込量 ％ ％ ％

（注）共同生活介護（ケアホーム）は、共同生活援助（グループホーム）に統合されました。

見込量・実績ともに、共同生活援助と共同生活介護の合計値となります。

② 施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

＜第 期実績＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量 人 人 人

実 績 人 人 人

実績／見込量 ％ ％ ％

 

月当たりの数値 ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

各サービスの見込量
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（５）相談支援 

 
 
サービス等利用計画・障害児支援利用計画についての相談及び作成、地域生活への

移行や生活の継続に関する支援等を行う相談支援のうち、「計画相談支援」、「地域相

談支援（地域定着支援）」、「障害児相談支援」は、実績が増加傾向で推移しています。

「地域相談支援（地域移行支援）」は、実績が減少傾向で推移しています。

 

障害のある人の地域での生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用を促

進するには、ケアマネジメントによる継続した支援を行うための相談支援体制を整え

ることが必要です。

「計画相談支援」、「障害児相談支援」については、サービス等利用計画・障害児支

援利用計画の作成が必要となる人が、適切に相談支援事業所を利用できるよう、体制

の充実に努めます。

また、「地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）」については、施設や病院か

ら地域生活へ移行し、安心して生活を継続するために必要な相談支援を受けることが

できるよう、体制の充実を図り、グループホーム等の居住の場の確保に関する取り組

みとともに、地域生活への移行・定着を推進します。

＜相談支援体制の充実 取り組みイメージ＞

相談支援の種類

① 計画相談支援

② 地域相談支援（地域移行支援）

③ 地域相談支援（地域定着支援）

④ 障害児相談支援

第 期の状況

見込量確保のための方策等

⇒実績・スキルの高い事業者に対する開設の

働きかけ

相談支援事業者に対する支援充実

⇒事業者連絡会や研修会等の実施

・情報や課題の共有

・相談支援事業所間のネットワークづくり

【相談支援体制の充実】

■計画相談

・指定特定相談支援事業所

■障害児相談支援

・障害児相談支援事業所

■地域相談支援

（地域移行支援・地域定着支援）

・指定一般相談支援事業所

相談支援事業者の確保の取り組み
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（５）相談支援 

 
 
サービス等利用計画・障害児支援利用計画についての相談及び作成、地域生活への

移行や生活の継続に関する支援等を行う相談支援のうち、「計画相談支援」、「地域相

談支援（地域定着支援）」、「障害児相談支援」は、実績が増加傾向で推移しています。

「地域相談支援（地域移行支援）」は、実績が減少傾向で推移しています。

 

障害のある人の地域での生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用を促

進するには、ケアマネジメントによる継続した支援を行うための相談支援体制を整え

ることが必要です。

「計画相談支援」、「障害児相談支援」については、サービス等利用計画・障害児支

援利用計画の作成が必要となる人が、適切に相談支援事業所を利用できるよう、体制

の充実に努めます。

また、「地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）」については、施設や病院か

ら地域生活へ移行し、安心して生活を継続するために必要な相談支援を受けることが

できるよう、体制の充実を図り、グループホーム等の居住の場の確保に関する取り組

みとともに、地域生活への移行・定着を推進します。

＜相談支援体制の充実 取り組みイメージ＞

相談支援の種類

① 計画相談支援

② 地域相談支援（地域移行支援）

③ 地域相談支援（地域定着支援）

④ 障害児相談支援

第 期の状況

見込量確保のための方策等

⇒実績・スキルの高い事業者に対する開設の

働きかけ

相談支援事業者に対する支援充実

⇒事業者連絡会や研修会等の実施

・情報や課題の共有

・相談支援事業所間のネットワークづくり

【相談支援体制の充実】

■計画相談

・指定特定相談支援事業所

■障害児相談支援

・障害児相談支援事業所

■地域相談支援

（地域移行支援・地域定着支援）

・指定一般相談支援事業所

相談支援事業者の確保の取り組み

① 計画相談支援

障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けた指

定特定相談支援事業者が、サービス提供事業者等と連絡・調整を行い、サービス等

利用計画を作成します。さらに、一定期間ごとにモニタリングを実施し、必要に応

じて、サービス等利用計画の見直し、変更等を行います。

＜第 期実績＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

見込量 人 人 人

実 績 人 人 人

実績／見込量 ％ ％ ％

② 地域相談支援（地域移行支援）

障害者支援施設等の入所者または精神科病院に入院している精神障害のある人

が、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談を行

います。

＜第 期実績＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度（注） 平成 年度 平成 年度

見込量 － 人 人

実 績 － 人 人

実績／見込量 － ％ ％

（注）平成 年度は、地域生活支援事業 精神障害者居住支援事業等 で実施。

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

各サービスの見込量
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③ 地域相談支援（地域定着支援）

施設からの退所、病院からの退院、家族との同居からひとり暮らしに移行した人

など地域生活が不安定な人に対し、連絡体制を常時確保し、障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応などの便宜を供与します。

＜第 期実績＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度（注） 平成 年度 平成 年度

見込量 － 人 人

実 績 － 人 人

実績／見込量 － ％ ％

（注）平成 年度は、地域生活支援事業 精神障害者居住支援事業等 で実施。

④ 障害児相談支援

障害児が、障害児通所支援のサービスを適切に利用することができるよう、利用

者の依頼を受けた障害児相談支援事業者が、サービス提供事業者等と連絡・調整を

行い、障害児支援利用計画を作成します。さらに、一定期間ごとにモニタリングを

実施し、必要に応じて、障害児支援利用計画の見直し、変更等を行います。

＜第 期実績（注 ）＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績 人（注 ） 人 人

（注 ）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

（注 ）平成 年度の実績は、年間で 人となっています。

 

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人
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③ 地域相談支援（地域定着支援）

施設からの退所、病院からの退院、家族との同居からひとり暮らしに移行した人

など地域生活が不安定な人に対し、連絡体制を常時確保し、障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応などの便宜を供与します。

＜第 期実績＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度（注） 平成 年度 平成 年度

見込量 － 人 人

実 績 － 人 人

実績／見込量 － ％ ％

（注）平成 年度は、地域生活支援事業 精神障害者居住支援事業等 で実施。

④ 障害児相談支援

障害児が、障害児通所支援のサービスを適切に利用することができるよう、利用

者の依頼を受けた障害児相談支援事業者が、サービス提供事業者等と連絡・調整を

行い、障害児支援利用計画を作成します。さらに、一定期間ごとにモニタリングを

実施し、必要に応じて、障害児支援利用計画の見直し、変更等を行います。

＜第 期実績（注 ）＞（ 月当たりの平均値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績 人（注 ） 人 人

（注 ）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

（注 ）平成 年度の実績は、年間で 人となっています。

 

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

月当たりの数値（ 月当たりの平均値） ［ 人＝利用者数 ］

第 期 見込量
平成 年度 平成 年度 平成 年度

人 人 人

（６）障害児通所支援  

 
 

集団生活への適応訓練等を行う障害児通所支援のうち、「児童発達支援」、「放課後

等デイサービス」は、実績が増加傾向で推移しています。特に、「放課後等デイサー

ビス」は、大幅に増加しています。

また、「医療型児童発達支援」は減少傾向、「保育所等訪問支援」はほぼ横ばいで実

績が推移しています。

 

障害を持つ子ども達が、地域で家族とともに健やかに成長するためには、障害児及

びその家族に対して、乳幼児期から一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体

制の構築が必要です。

ライフステージに応じた切れ目の無い支援を提供できるよう、関係機関の連携・協

力体制の強化により、障害児支援体制の基盤整備を図るとともに、民間活力の活用等

により、必要なサービス量の確保に努めます。

＜障害児支援体制の基盤整備における連携・協力体制 イメージ＞

障害児通所支援の種類

① 児童発達支援

② 医療型児童発達支援

③ 放課後等デイサービス

④ 保育所等訪問支援

■乳幼児健診・経過観察等の充実による早期発見

■保護者に対する早期支援の実施（気づきの段階からの支援）

■多様な保育サービスや療育の場の充実

子育て

母子保健

■早期治療の実施

■医療的ケアが必要な重度の障害児に対する支援の強化
医療

■就学相談の充実

■特別支援教育の推進

■特別支援学校との連携推進

教育

■障害福祉サービス等の充実と必要量の確保のための連携推進

■相談支援体制の充実

■障害児虐待の早期発見・早期対応

福祉

関
係
機
関
の
連
携
・
協
力
体
制
強
化

（主な取り組み）（主な分野）

第 期の状況

見込量確保のための方策等
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① 児童発達支援

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練等を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

② 医療型児童発達支援

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練及び治療を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

各サービスの見込量
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① 児童発達支援

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練等を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

② 医療型児童発達支援

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練及び治療を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

各サービスの見込量
③ 放課後等デイサービス

就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向

上のための訓練等を継続的に行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

④ 保育所等訪問支援

保育所等を利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に、訪問支援員が保育所

等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。

＜第 期実績（注）＞

平成 年度 平成 年度 平成 年度

実 績
人日分 人日分 人日分

人 人 人

（注）本計画からの新規設定項目であるため、第 期計画では見込量の設定はありません。

 

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人

月当たりの数値 ［ 人日分＝サービス量 人＝利用者数 ］

第 期 見込量

平成 年度 平成 年度 平成 年度

人日分 人日分 人日分

人 人 人
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